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高額医療・高額介護合算療養費制度 保険年金課☎(55)7119
高齢福祉課☎(55)7116

19万円19万円低所得Ⅰ 34万円オ
（住民税非課税世帯）

31万円31万円低所得Ⅱ

60万円エ
（210万円以下）

67万円ウ
（210万円超600万円以下）56万円56万円一般

（課税所得145万円未満）

67万円67万円現役並み所得者Ⅰ
（課税所得145万円以上）

141万円イ
（600万円超901万円以下）

141万円141万円現役並み所得者Ⅱ
（課税所得380万円以上）

212万円ア
（901万円超）

212万円212万円現役並み所得者Ⅲ
（課税所得690万円以上）

医療保険＋介護
（70歳未満）所得区分医療保険＋介護

（70歳以上）後期＋介護所得区分

制度内容／1か月間にかかった医療保険の自己負担額が高額になった場合は「高額療養費」、介護保険の自己
負担額が高額になった場合は「高額介護サービス費」が申請により支給されます。
　さらに、1年間に医療保険と介護保険の自己負担の合算額が基準額（下表参照）を超えた場合、超えた分が 
　申請により支給されます。

支給条件／
・算定期間　令和6年8月診療分から令和7年7月診療分まで
・計算対象　令和7年7月末時点で加入している医療保険ごとに計算します。
・計算対象になる自己負担額　「高額療養費」・「高額介護サービス費」として支給された額を差し引いた金額
の合計が計算対象となります。ただし、医療保険・介護保険ともに、計算対象となる自己負担額があること
（例えば、国民健康保険の被保険者が介護認定を受けていない場合は、対象とはなりません。）
※計算対象の金額が基準額(別表)から500円を超えない場合は、支給されません。
申請手続／【愛西市国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者】　
対象となる被保険者へ郵送でご案内しますので、下記の通り申請してください。
必要書類／
・国民健康保険または後期高齢者医療保険の有効な資格確認書、資格情報のお知らせのうちいずれかお持
ちのもの
・自己負担額証明書（算定期間内で医療保険者・介護保険者が変更になった場合必要。）
・振込先通帳
・通知カードまたはマイナンバーカードなど個人番号が確認できるもの
申請先／保険年金課または各支所
【被用者保険（会社の保険）や愛西市以外の国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者】
申請先、申請方法は、令和7年7月末にご加入の医療保険者(会社など)にお問い合わせください。

議会3月定例会のお知らせ
Topic
06 議会事務局☎(55)7141

3月定例会のクローバーＴＶによる議会放映の日程です。ぜひご覧ください。

3月11日（水）午前10時～、午後7時～一般質問3月5日（木）
3月10日（火）午前10時～、午後7時～一般質問3月4日（水）
クローバーＴＶ放映日（チャンネル121）内容会議日
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